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Ⅲ．新庁舎の施設計画

１．各庁舎への部門配置・新本庁舎の規模

（１）各庁舎への部門配置について 

（基本的考え方）

・低層階には、市民の利用が多い部署を集約して配置します。

・中、高層階には行政中枢機能や防災機能を担う部署を配置し、機能的で効率の良い動線を

実現します。

・現在の部門配置や機能等を踏まえ、行政組織内の連携に配慮した配置を検討します。

・議会機能は、独立性を確保できると同時に、市民の利便性にも配慮した配置とします。
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福祉部・子ども家庭部
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（２）新本庁舎の規模について

（１）のゾーニング案を元に、平成２８年４月１日現在の各課職員数、並びに平

成２８年度の組織改正を踏まえ、各部に必要な面積を算出しました。新本庁舎の想

定規模（床面積）を下記のとおり設定します。

算出方法 

 現在の執務環境を悪化させることのない、現状レベル（３．６㎡）の規模を維

持するため、既存の本庁舎・第二庁舎・第三庁舎の執務室面積から職員一人当た

りの必要面積の算出を行い、総務省の「地方債同意等基準」に基づく換算係数を

補正し、全体としての必要面積を算出しました。 

 その上で、総務省基準には含まれていない「市民協働機能」を盛り込んで検討、

算出しました。 

 ３．６㎡ × 換算職員数（換算率により補正したもの）  

補正を行う換算職員数 

区 分 

換 算 率 

特

別

職

三

役

部

長

次

長

課

長

課
長
補
佐

係

長

一
般
職
員

級 級級

人口５万人以上 

 ５０万人未満の市町村 
×２０ ×９ ×５ ×２ ×１ 

新本庁舎及び（仮称）市民協働ゾーンの想定規模（床面積） 

102.30 Ｒ階
８階
７階
６階
５階
４階

990.00 ３階
990.00 ２階
990.00 １階

Ｂ１階
2970.00 ㎡ ㎡ 建物小計

㎡ 合計16050 .00

1695.30
1695.30
1695.30
1695.30
13080.00

新本庁舎

1239.30

（仮称）
市民協働
ゾーン

1239.30
1239.30
1239.30
1239.30

 なお、上記はあくまでも現段階での想定であり、今後、設計段階において機能及び設備

等の追加や変更により、延床面積の増減が生じる場合があります。
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２．土地利用・配置計画

（１）土地利用・配置計画について

１．の新本庁舎の想定規模に応じ、庁舎敷地内の土地利用計画を、下記

のとおり設定します。

53
05
.1
7㎡
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３．建築デザイン計画

（１）建築デザイン計画の考え方について

新本庁舎のデザインの考え方として、「越谷市本庁舎整備基本構想」により策

定した「越谷市民の安全・安心な暮らしを支える 親しみのある庁舎」となる

デザインとします。

その方策として、越谷市景観条例※を遵守し、以下の３つの方針を設定します。

① 越谷市らしさを持ったシンボルとなる建物

越谷らしさ・越谷の特徴をもった風景と調和し、新たなシンボルとなるデザインとします。

越谷らしさ・越谷の特徴をもった風景とは、下記の（ⅰ）～（ⅲ）が想定されます。

（ⅰ）風土・自然資源

・親水空間（葛西用水・レイクタウン周辺の大相模調節池、元荒川の水辺環境、宮内庁埼

玉鴨場等）が多くある。

・大部分の地域が平野であり、多くの河川が市内を流れ『水郷越谷』と呼ばれ親しまれて

いる。

葛西用水 大相模調節池

①越谷市らしさ

を持ったシンボ

ルとなる建物 

②周辺環境に 

配慮し調和した

建物

③中心市街地活性

化に寄与する役割

を果たす建物 

【本庁舎整備の 

キャッチフレーズ】

越谷市民の安全・安

心な暮らしを支える 

親しみのある庁舎

※越谷市景観条例…平成２５年制定。市、市民及び事業者が推進する良好な景観の形成に必要な事

項並びに景観法の規定に基づく必要な事項を定めることにより、越谷市の自

然、歴史、文化及び生活と調和した潤いと魅力ある景観の形成を図り、もって

市民が誇りと愛着を持ち続けられるまちの実現に寄与することを目的とする。
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（ⅱ）歴史遺産

旧日光街道の宿場町（越ヶ谷宿）として栄えた歴史、久伊豆神社等の由緒ある場所が所

在している。

越ヶ谷宿 久伊豆神社

（ⅲ）コミュニティ活動・地域ネットワーク

公共施設が集約している。また、市民活動・協働イベントが数多く開催されている。

越ヶ谷秋まつり

② 周辺環境に配慮し調和した建物

 隣接する中央市民会館や葛西用水ウッドデッキと調和し、景観に配慮した建物とします。

中央市民会館 葛西用水ウッドデッキ
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③ 中心市街地活性化に寄与する役割を果たす建物

 ①・②に挙げた要素を利用し、地域の活性化をもたらすような人の集える機能を持った

デザインとします。

 上記の事項をデザインモチーフとして整理し、設計段階においてコンセプトを作成しデ

ザイン方針をまとめます。
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４．建物構造計画・設備計画

「新本庁舎への導入機能の整備方針」（Ⅱ－３）を踏まえ、新本庁舎の

構造・設備の性能の整理を行います。

（１）新本庁舎の構造計画 

新本庁舎への導入機能の整備方針に従って、構造計画を行います。

（再掲）

部位 分類 耐震安全性の目標 

構
造
体

Ⅰ類 

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用でき

ることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保

が図られている。

Ⅱ類 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使

用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保

が図られている。

Ⅲ類 

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全

体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確

保が図られている。

非
構
造
部
材

Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な

実施、又は危険物の管理のうえで、支障となる建築非構造部

材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全

確保に加えて十分な機能確保が図られている。

Ｂ類 
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場

合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。

建
築
設
備

甲類 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られ

ていると共に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能

を相当期間継続できる。

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られ

ている。
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（各構造の比較表）

新本庁舎の想定規模を踏まえ、経済性・安全性に配慮した構造計画を策定

することとします。

構造形式については、鉄筋コンクリート造・鉄骨造のいずれかの選定とし

ます。

また、耐震性能については、災害時の初期対応を迅速に行うため室内什器

等の転倒に対応できる免震構造を採用することが理想的と考えられます。
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（２）新庁舎の設備計画

新本庁舎への導入機能の整備方針に従って、具体的な導入設備を検討します。

「防災・災害対応」、「環境負荷低減」、「執務作業効率化」の３つを目標とし、

導入設備の整理を行います。

（Ⅰ）防災・災害対応 

情報通信システム 

防災行政無線 

地下水膜ろ過システム 

燃料備蓄タンク 

非常用汚水貯水槽 

自家発電機 

情報通信回線の引込み多重化 

重要通信機器の電源の二重化 

無停電電源装置 

（Ⅱ）環境負荷低減 

太陽光発電 

ＬＥＤ照明 

節水型便器 

雨水利用 

日射の遮蔽による熱負荷の軽減 

窓際照明の照度制御 

局部照明、反射式照明器具 

中間期の空調停止 

環境負荷低減を目的とした設備の設計を行うにあたりＣＡＳＢＥＥ※による評価を行い、

ＣＡＳＢＥＥによる評価Ａ以上の設備導入を目標とする。 

（Ⅲ）執務作業効率化

・ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した効率的、機能的かつ効果的な執務

環境 

・セキュリティ対策 

・議場等において音響・映像設備（カメラによる会議の中継システム

等）を使用可能とする 

※ＣＡＳＢＥＥとは

環境性能評価の一つ。建物の省エネルギー化やエコマテリアルの使用等の環境負荷低減のた

めの対策と室内の快適性や景観への配慮等の環境品質・性能確保のための対策を、「Ｓ、Ａ、 

Ｂ＋、Ｂ－、Ｃ」の５つのランクで総合的に評価するもの。 


